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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さの厚い第１メモリカード又は厚さの薄い第２メモリカードのいずれかが挿入される
ことにより当該第１メモリカード又は当該第２メモリカードと電気的に接続する共用型の
メモリカード用コネクタであって、
　前記第１メモリカード又は前記第２メモリカードの両側面を規制する対向する一対の案
内壁、及び前記第１メモリカード又は前記第２メモリカードの終縁部が当接される停止壁
を形成する前面開放凹部を有する絶縁性のハウジングと、
　前記前面開放凹部を覆うように当該ハウジングに取り付けて、前記第１及び第２メモリ
カードが共用して挿入されるカード差込口を設ける収納空間からなる薄直方体形状のカー
ド保持部を有するカバーと、
　前記カード差込口から遠い位置に配置され、前記第１メモリカードに設けられた第１面
上接続端子と接触、又は前記第２メモリカードに設けられた前列側の第２面上接続端子と
接触する複数の第１カンチレバーコンタクトと、
　前記カード差込口から近い位置に配置され、前記第２メモリカードに設けられた後列側
の第３面上接続端子と接触する複数の第２カンチレバーコンタクトと、を備え、
　前記第２カンチレバーコンタクトは、前記前面開放凹部の底部内に固着された固定部と
、前記カード差込口から前記停止壁に向って先端部が立ち上がるように傾斜配置された弾
性部と、この弾性部の先端部に形成されて前記第３面上接続端子と接触する接点と、前記
固定部から前記先端部に至る途中に設けられて前記第２メモリカードに当接する円弧突起
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と、を有し、
　前記第１メモリカードを前記カード保持部に挿入すると、前記円弧突起が当該第１メモ
リカードに当接して前記弾性部は撓み、前記接点は前記円弧突起より低い位置に変位して
当該第１メモリカードに接触せず、
　前記第２メモリカードを前記カード保持部に挿入すると、前記円弧突起が当該第２メモ
リカードに当接することなく前記弾性部は撓み、前記接点は当該第２メモリカードに接触
することを特徴とするメモリカード用コネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のメモリカード用コネクタにおいて、
　前記第２カンチレバーコンタクトは、前記円弧突起に換わる球面突起を形成しているこ
とを特徴とするメモリカード用コネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のメモリカード用コネクタにおいて、
　前記第１カンチレバーコンタクトは、前記カード保持部の後方に延出してプリント基板
にはんだ接合される第１タブを端部に形成し、
　前記第２カンチレバーコンタクトは、前記カード保持部の後方に延出してプリント基板
にはんだ接合される第２タブを端部に形成していることを特徴とするメモリカード用コネ
クタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＳＤＡ（ＳＤ　Ｃａｒｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）が規格するＳＤ（Ｓｅｃ
ｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、又は、ＭＭＣＡ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｃａｒｄ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）が規格するハイスピードマルチメディアカード（Ｈｉｇｈ－Ｓ
ｐｅｅｄ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｃａｒｄ：以下、ＭＭＣと略称する）等のメモリカー
ドが挿入されることによって、当該メモリカードと電気的に接続するメモリカード用コネ
クタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
カード型の記憶装置であるメモリカードは、記憶媒体としてフラッシュメモリを採用して
いる。このメモリカードは非常に小型であり、データの読み書きにほとんど電力を消費し
ないため、例えば、カメラ付き携帯電話やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）に代表される携帯型情報機器用の記録メディアとして普及してい
る。
【０００３】
フレキシブルディスク（ＦＤ）や光磁気ディスク（ＭＯ）等のディスク型の記憶装置に比
較して、このメモリカードは記憶容量が小さく、又、高価であるとされてきた。しかし、
近年の技術進歩やメモリカードを使用する機器の普及に伴う量産効果により、最大で１２
８ＭＢ程度の大記憶容量となり、低価格となってきている。
【０００４】
更に、このメモリカードは、データの読み書きにＦＤやＭＯ等のように駆動装置を必要と
しないというメリットがあるため、消費電力や携帯性が重要視されるデジタルカメラやノ
ート型パソコン、携帯音楽プレーヤーには好適である。
【０００５】
一般的には、メモリカード用コネクタは、前述の機器に内装されるプリント基板に取り付
けられる。そして、このメモリカード用コネクタは、サイズやタイプの異なる複数種類の
メモリカードを使用できるカードホルダ型のコネクタが開発されている。
【０００６】
例えば、外形がメモリカードの挿入方向の一側面から水平方向に沿ってもう一つの側面へ
延びるプレート形状に形成されるとともに、空間を交互に重ねる形状により複数種のサイ
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ズが異なるメモリカードを収納することができるスロットを形成したプレート型ベースと
、接触パーツを有し、前記プレート型ベースの上下の面にそれぞれ固定された上下の基板
と、を具備し、前記プレート型ベース上のスロットに前記複数種のメモリカードのいずれ
かを収納した場合に、前記上下の基板のいずれかの接触パーツが前記メモリカードの接点
に電気的に接続するメモリカード用コネクタが開示されている（例えば、特許文献１）。
【０００７】
前述のメモリカード用コネクタプレート型ベースに複数種のサイズが異なるメモリカード
を収納することができるスロットを形成し、これに合わせて上下の基板にメモリカードの
接点に電気的に接続する接触パーツを形成したので、装置全体をあまり大きくすることな
く、サイズやタイプの異なる複数種のメモリカードを収納できる。
【０００８】
【特許文献１】
実用新案登録第３０７９２６３号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１によるメモリカード用コネクタは、ＭＭＣ、スマートメディア
カード「Ｓｍａｒｔ　Ｍｅｄｉａ（登録商標）　Ｃａｒｄ」、メモリスティックカード（
Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ　Ｃａｒｄ）が共用できるようになっているが、このメモリカ
ード用コネクタにメモリスティックカードを挿入すると、このメモリカードの外壁がＭＭ
Ｃ用の接触パーツと擦れ合うことになる。
【００１０】
前述のＭＭＣ用の接触パーツ（より具体的にはカンチレバーコンタクト）の接点は、ＭＭ
Ｃが不使用にもかかわらず磨耗されることになる。この接点は接続を確実なものとするた
め、一般的には金のメッキが施されており、メモリスティックカードにおける繰り返しの
挿抜によりメッキが磨耗するなど、ＭＭＣ用の接点は耐久性に乏しいものとなるという問
題がある。
【００１１】
本発明は、上述した課題を解決すべく、厚さの異なる２種類のメモリカードが共用される
メモリカード用コネクタにおいて、接点の耐久性を改善するメモリカード用コネクタを提
供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
発明者は、上記目的を満たすため、以下のような新たなメモリカード用コネクタを発明し
た。
【００１３】
（１）　厚さの異なる２種類のメモリカードのいずれかが挿入されることによって当該メ
モリカードと電気的に接続する共用型のメモリカード用コネクタであって、前記メモリカ
ードが共用して挿入されるカード差込口を有している収納空間からなる薄直方体形状のカ
ード保持部と、前記カード保持部において前記カード差込口から遠い位置に配置されてお
り、厚型の前記メモリカードにおける面上接続端子と接触、又は薄型の前記メモリカード
における前列側の面上接続端子と接触する複数の第１カンチレバーコンタクトと、前記カ
ード保持部において前記差込口から近い位置に配置されており、前記薄型のメモリカード
における後列側の面上接続端子と接触する複数の第２カンチレバーコンタクトと、を備え
ており、前記第２カンチレバーコンタクトは、前記カード差込口から挿入された当該メモ
リカードによって撓むように傾斜配置されており、頂点に接点を有して当該接点に至る傾
斜面に円弧突起を備えており、前記厚型のメモリカードが前記カード保持部に挿入された
ときは、前記円弧突起が当該厚型のメモリカードに当接され、前記薄型のメモリカードが
前記カード保持部に挿入されたときは、前記接点が当該薄型のメモリカードに当接される
ことを特徴とするメモリカード用コネクタ。
【００１４】
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（２）　メモリカードが挿入されることによって当該メモリカードと電気的に接続するメ
モリカード用コネクタであって、前記メモリカードにおける両側面が規制される相対向す
る案内壁と、当該メモリカードに配列されている面上接続端子側の終縁部が当接される停
止壁と、が形成されている前面開放凹部を有している絶縁性のハウジングと、前記前面開
放凹部を覆うように当該ハウジングに取り付けられて前記メモリカードが挿入されるカー
ド保持部が形成され、当該カード保持部に挿入された前記メモリカードを前記前面開放凹
部側に付勢する弾性片を有しているカバーと、前記前面開放凹部における底部に配列され
ており、前記カード保持部に挿入されたメモリカードであるＳＤカードの面上接続端子に
接触すると共に、メモリカードであるマルチメディアカードが前記カード保持部に挿入さ
れた場合は、当該マルチメディアカードにおける前列側の面上接続端子に接触する複数の
第１カンチレバーコンタクトと、前記前面開放凹部における底部に配列されており、前記
マルチメディアカードの後列側の面上接続端子に接触する複数の第２カンチレバーコンタ
クトと、を備えており、前記第２カンチレバーコンタクトは、前記前面開放凹部の底部内
に固着されている固定部と先端部に接点を備えている弾性部とで構成され、当該弾性部は
、前記カード保持部におけるカード差込口から前記停止壁に向って当該先端部が立ち上が
るように傾斜配置されており、前記第２カンチレバーコンタクトは、前記固定部から前記
先端部に至る途中に円弧突起を更に備えており、前記ＳＤカードが前記カード保持部に挿
入されたときは、前記複数の第２カンチレバーコンタクトは当該ＳＤカードの面上接続端
子側に前記円弧突起が当接して撓むが前記接点は当該ＳＤカードの面上接続端子側に当接
せず、前記マルチメディアカードが前記カード保持部に挿入されたときは、前記複数の第
２カンチレバーコンタクトは当該マルチメディアカードの面上接続端子側に前記接点が当
接して撓むが前記円弧突起は当該マルチメディアカードの面上接続端子側に当接しないこ
とを特徴とするメモリカード用コネクタ。
【００１５】
（３）　（１）又は（２）のいずれかに記載のメモリカード用コネクタにおいて、前記第
２カンチレバーコンタクトは前記円弧突起に換わる球面突起が形成されていることを特徴
とするメモリカード用コネクタ。
【００１６】
（４）　（１）又は（２）のいずれかに記載のメモリカード用コネクタにおいて、前記第
１カンチレバーコンタクトの端部は、前記カード保持部の後方に延出してはんだ接合され
る第１タブを形成しており、前記第２カンチレバーコンタクトの端部は、前記カード保持
部の前方に延出してはんだ接合される第２タブを形成していることを特徴とするメモリカ
ード用コネクタ。
【００１７】
（１）記載の発明によれば、「厚さの異なる２種類のメモリカードのいずれかが挿入され
ることによって当該メモリカードと電気的に接続する共用型のメモリカード用コネクタで
あって、前記メモリカードが共用して挿入されるカード差込口を有している収納空間から
なる薄直方体形状のカード保持部と、前記カード保持部において前記カード差込口から遠
い位置に配置されており、厚型の前記メモリカードにおける面上接続端子と接触、又は薄
型の前記メモリカードにおける前列側の面上接続端子と接触する複数の第１カンチレバー
コンタクトと、前記カード保持部において前記差込口から近い位置に配置されており、前
記薄型のメモリカードにおける後列側の面上接続端子と接触する複数の第２カンチレバー
コンタクトと、を備えており、前記第２カンチレバーコンタクトは、前記カード差込口か
ら挿入された当該メモリカードによって撓むように傾斜配置されており、頂点に接点を有
して当該接点に至る傾斜面に円弧突起を備えており、前記厚型のメモリカードが前記カー
ド保持部に挿入されたときは、前記円弧突起が当該厚型のメモリカードに当接され、前記
薄型のメモリカードが前記カード保持部に挿入されたときは、前記接点が当該薄型のメモ
リカードに当接される」ことを特徴としてよい。
【００１８】
メモリカードは、メモリチップをカード型外殻に封止したカード形状に形成され、一端辺
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近傍に面上接続端子が配列されている記憶装置であってよく、例えば、ＳＤカード、ＭＭ
Ｃを含んでよい。このメモリカードが本発明によるメモリカード用コネクタに挿入される
ことによって、このメモリカードとこのメモリカード用コネクタが電気的に接続可能とな
る。
【００１９】
ＳＤカードとＭＭＣは矩形の外形が２４ｍｍ×３２ｍｍと共通であり、ＳＤカードはその
厚さが２．１ｍｍであり、ＭＭＣはその厚さが１．４ｍｍである。この発明において、厚
型のメモリカードとはＳＤカードであってよく、薄型のメモリカードとはＭＭＣであって
よい。
【００２０】
ＳＤカードにおける面上接続端子は９極であり、ＭＭＣにおける面上接続端子は１３極で
ある。そして、ＳＤカードにおける面上接続端子の配列は、ＭＭＣにおける前列側の面上
接続端子と同配列となっている。
【００２１】
したがって、第１カンチレバーコンタクトはＳＤカードとＭＭＣとの共用コンタクトであ
り、第２カンチレバーコンタクトはＭＭＣにおける後列側の４面上接続端子専用のコンタ
クトである。
【００２２】
この発明における好適な実施様態において、前面開放凹部を有する矩形状の絶縁性のハウ
ジングに、凹字状に折り曲げ成形された薄金属板のカバーが覆うように取り付けられて、
ＳＤカードとＭＭＣが共用して挿入されるカード差込口を有している収納空間からなる薄
直方体形状のカード保持部が形成される。
【００２３】
前面開放凹部は、ＳＤカードとＭＭＣの横幅より僅かに広い間隔を有する相対向する案内
壁を備えており、この案内壁にＳＤカードの横幅が規制されて、ＳＤカードの面上接続端
子と複数の第１カンチレバーコンタクトの位置合わせが可能となる。又は、この案内壁に
ＭＭＣの横幅が規制されて、ＭＭＣの面上接続端子と複数の第２カンチレバーコンタクト
の位置合わせが可能となる。
【００２４】
第１及び第２カンチレバーコンタクトは、板ばね接触子であって、板ばねの働きが片持梁
のコンタクトである。この複数の第１及び第２カンチレバーコンタクトはメモリカードの
挿入方向と直交する方向に整列して配置されている。
【００２５】
複数の第１カンチレバーコンタクトは、カード保持部においてカード差込口から遠い位置
に配置されている。つまり、複数の第１カンチレバーコンタクトは、メモリカードに配列
されている面上接続端子側の終縁部が当接される停止壁側に配置されている。
【００２６】
そして、第１カンチレバーコンタクトの弾性部はカード差込口に対向しており、第１カン
チレバーコンタクトにおける固定部の端部はカード保持部の後方に延出してはんだ接合さ
れる第１タブを形成している。
【００２７】
複数の第２カンチレバーコンタクトは、カード保持部においてカード差込口から近い位置
に配置されている。つまり、複数の第２カンチレバーコンタクトは、複数の第１カンチレ
バーコンタクトよりカード差込口に近い位置に配列されている。
【００２８】
そして、第２カンチレバーコンタクトの弾性部は停止壁に対向しており、第２カンチレバ
ーコンタクトにおける固定部の端部はカード保持部の前方に延出してはんだ接合される第
２タブを形成している。
【００２９】
このようなメモリカード用コネクタに厚型のＳＤカードを挿入すると、ＳＤカードの前縁
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下隅部が第２カンチレバーコンタクトの円弧突起に当接する。更にＳＤカードを挿入する
と、円弧突起はＳＤカードにおける面上接続端子形成面に当接するが、第２カンチレバー
コンタクトにおける先端部の接点は、円弧突起より低い位置に変位しているので、当該接
点がＳＤカードに接触することはない。
【００３０】
一方、このようなメモリカード用コネクタに薄型のＭＭＣを挿入すると、ＭＭＣの前縁下
隅部が第２カンチレバーコンタクトにおける先端部の接点に当接する。更にＭＭＣを挿入
すると、先端部の接点はＭＭＣにおける面上接続端子形成面に当接するが、ＭＭＣによっ
て撓んだ状態において第２カンチレバーコンタクトにおける円弧突起は、ＭＭＣに当接し
ないように変位するので、当該円弧突起がＭＭＣに接触することはない。
【００３１】
このような好適なメモリカード用コネクタにあっては、第２カンチレバーコンタクトの接
点は、必要以上にメモリカードと擦れ合うことがなくなり、第２カンチレバーコンタクト
の接点寿命を延ばすことができる。なお、第２カンチレバーコンタクトにおける円弧突起
は球面突起に換えてもよい。
【００３２】
更に、本発明によるメモリカード用コネクタは、前述の第１タブと第２タブによって、機
器に備わるプリント基板にはんだ接合されてよい。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。
【００３４】
図１は、本発明によるメモリカード用コネクタに使用されるＳＤカード５の外観図である
。図１（ａ）はＳＤカード５の平面図、図１（ｂ）は図１（ａ）の正面図、図１（ｃ）は
図１（ａ）の側面図である。
【００３５】
図１の実施形態に示されるように、ＳＤカード５の端部には９極の面上接続端子５１が配
列されている。ＳＤカード５の外形は２４ｍｍ×３２ｍｍであり、厚さは２．１ｍｍとな
っている。
【００３６】
ＳＤカード５の両側面は厚さ１．４ｍｍである相反する一対の段差５Ａ及び５Ｂが形成さ
れている。面上接続端子５１側には、このＳＤカード５の誤挿入を防止するための直角三
角形状の切り欠き部５Ｃが形成されている。
【００３７】
図２は、本発明によるメモリカード用コネクタに使用されるＭＭＣ６の外観図である。図
２（ａ）はＭＭＣ６の平面図、図２（ｂ）は図２（ａ）の正面図、図２（ｃ）は図２（ａ
）の側面図である。
【００３８】
図２の実施形態に示されるように、ＭＭＣ６の前列側には９極の面上接続端子６１が配列
されている。ＭＭＣ６の後列側には４極の面上接続端子６２が配列されている。
【００３９】
ＭＭＣ６における前列側の面上接続端子６１は、図１で示されたＳＤカード５の面上接続
端子５１と同配列になっている。なお、厳密には面上接続端子６１における両端の面上接
続端子６１は後列側に連続する面上接続端子となっているが、接点位置は面上接続端子６
１と面上接続端子５１は同じと考えてよい。
【００４０】
更に、ＭＭＣ６の外形はＳＤカード５と同じく２４ｍｍ×３２ｍｍであり、ＭＭＣ６の厚
さは図１で示されたＳＤカード５の段差５Ａ及び５Ｂと同じく１．４ｍｍとなっている。
【００４１】
そして、面上接続端子６１側には、このＭＭＣ６の誤挿入を防止するための直角三角形状
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の切り欠き部６Ｃが形成されている。この切り欠き部６Ｃも図１で示されたＳＤカード５
の切り欠き部５Ｃと同形状となっている。
【００４２】
なお、以下の説明において、図１で示されたＳＤカード５と、図２で示されたＭＭＣ６を
「メモリカード」と総称する場合がある。
【００４３】
次に、本発明による実施形態におけるメモリカード用コネクタの構成を図３により説明す
る。図３はメモリカード用コネクタの斜視分解組立図である。図３において、符号１は絶
縁性のハウジング、符号２はカバーである。
【００４４】
図３の実施形態において、ハウジング１は外形が平面視概長方形であり、ハウジング１は
前面開放凹部１１を形成している。前面開放凹部１１は、図１で示されたＳＤカード５と
図２で示されたＭＭＣ６の横幅より僅かに広い間隔を有しており、相対向する案内壁１１
Ａ及び１１Ｂを形成している。
【００４５】
そして、前面開放凹部１１は、ＳＤカード５又はＭＭＣ６に配列されている面上接続端子
側の終縁部が当接される停止壁１１Ｃを形成している。この前面開放凹部１１における底
部１１Ｄには、停止壁１１Ｃ側に複数の第１カンチレバーコンタクト３が配列されている
。又、底部１１Ｄには複数の第１カンチレバーコンタクト３と対向するように複数の第２
カンチレバーコンタクト４が配列されている。
【００４６】
一方、図３に示されるように、凹字状に折り曲げ成形された薄金属板のカバー２の上面２
１には、下方に延出した一対の第１弾性片２Ａ及び２Ｂが前方両翼に形成されている。又
、上面２１の中央部には、Ｖ字状に絞り成形された一対の第２弾性片２Ｃ及び２Ｄが上面
２１の両翼に形成されている。
【００４７】
更に、図３に示されるように、上面２１の後方両翼には一対の穴２Ｅ及び２Ｆが形成され
ている。カバー２の後方側面には対向する切り欠き溝２Ｇ及び２Ｈが形成されている。又
、上面２１の後方には三つのＬ字片２１Ｊ及び２２Ｊ及び２３Ｊが形成されている。
【００４８】
一方、ハウジング１の後方上面には、一対の穴２Ｅ及び２Ｆに嵌合する一対の突起１Ｅ及
び１Ｆが形成されている。又、ハウジング１の後方両側面には、切り欠き溝２Ｇ及び２Ｈ
に嵌合する一対の突起１Ｇ及び１Ｈが形成されている。停止壁１１Ｃには、三つのＬ字片
２１Ｊ及び２２Ｊ及び２３Ｊがそれぞれ挿入される三つの貫通穴１１Ｊ及び１２Ｊ及び１
３Ｊが形成されている。
【００４９】
図４は、図３で示されたハウジング１とカバー２が組み合わされたメモリカード用コネク
タ（以下、コネクタと略称する）１０の構成図である。図４（ａ）はコネクタ１０の平面
図、図４（ｂ）は図４（ａ）の正面図、図４（ｃ）は図４（ａ）の側面図である。更に、
図４（ｄ）は図４（ａ）におけるＡ－Ａ断面図であり、図４（ｅ）は図４（ａ）における
Ｂ－Ｂ断面図である。
【００５０】
図４の実施形態に示されるように、コネクタ１０は前面開放凹部１１を覆うようにカバー
２がハウジング１に取り付けられている。そして、このコネクタ１０は、ＳＤカード５と
ＭＭＣ６が共用して挿入されるカード差込口１２を有している収納空間からなる薄直方体
形状のカード保持部１３を備えている。
【００５１】
図４において、複数の第１カンチレバーコンタクト３は、カード保持部１３においてカー
ド差込口１２から遠い位置に配置されている。つまり、複数の第１カンチレバーコンタク
ト３は、メモリカードに配列されている面上接続端子側の終縁部が当接される停止壁１１
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Ｃ側に配置されている。
【００５２】
そして、第１カンチレバーコンタクト３の弾性部３１はカード差込口１２に対向しており
、第１カンチレバーコンタクト３の固定部３２は底部１１Ｄに配列されている。第１カン
チレバーコンタクト３における固定部３２の端部は、カード保持部１３の後方に延出して
はんだ接合される第１タブ３Ｃを形成している。
【００５３】
複数の第２カンチレバーコンタクト４は、カード保持部１３においてカード差込口１２か
ら近い位置に配置されている。つまり、複数の第２カンチレバーコンタクト４は、複数の
第１カンチレバーコンタクト３よりカード差込口１２に近い位置に配列されている。
【００５４】
そして、第２カンチレバーコンタクト４の弾性部４１は停止壁１１Ｃに対向しており、第
２カンチレバーコンタクト４の固定部４２は底部１１Ｄに配列されている。第２カンチレ
バーコンタクト４における固定部４２の端部は、カード保持部１３の前方に延出してはん
だ接合される第２タブ４Ｃを形成している。
【００５５】
図４において、第２カンチレバーコンタクト４は、カード差込口１２から挿入されたメモ
リカードによって撓むように傾斜配置されている。第２カンチレバーコンタクト４は、弾
性部４１の頂点に金メッキ等が施されている接点４Ａを有しており、当該接点４Ａに至る
傾斜面に円弧突起４Ｂを備えている。
【００５６】
次に、この発明における作用を説明する。
【００５７】
図３において、相対向する案内壁１１Ａと案内壁１１Ｂとの間隔Ｗ１は、メモリカードの
横幅２４ｍｍより僅かに広くなっている。一対の案内壁１１Ａ及び１１Ｂには、図１で示
されたＳＤカード５における段差５Ａ及び５Ｂに見合った相対向する段差１１Ｅ及び１１
Ｆが形成されている。
【００５８】
そして、図３に示されている段差１１Ｅと段差１１Ｆとの間隔Ｗ２は、図１で示された段
差５Ａと段差５Ｂとの間隔Ｗ３より僅かに広くなっている。
【００５９】
図４に示されるように、このように構成されたカード差込口１２を有するカード保持部１
３にＳＤカード５（図１参照）を挿入すると、ＳＤカード５の横幅が一対の案内壁１１Ａ
及び１１Ｂに規制されて、ＳＤカード５の面上接続端子５１と複数の第１カンチレバーコ
ンタクト３の位置合わせが可能となる。
【００６０】
又、このように構成されたカード差込口１２を有するカード保持部１３にＭＭＣ６（図２
参照）を挿入すると、ＭＭＣ６の横幅が一対の案内壁１１Ａ及び１１Ｂに規制されて、Ｍ
ＭＣ６の面上接続端子６１と複数の第１カンチレバーコンタクト３の位置合わせが可能と
なり、ＭＭＣ６の面上接続端子６２と複数の第２カンチレバーコンタクト４の位置合わせ
も可能となる。
【００６１】
図３において、前面開放凹部１１の右隅には、メモリカードの誤挿入を防止するための突
起１１Ｇが形成されている。図１又は図２に示されたように、ＳＤカード５及びＭＭＣ６
は、誤挿入を防止するために切り欠き部５Ｃ又は切り欠き部６Ｃを形成しており、この切
り欠き５Ｃ及び６Ｃに対応して突起１１Ｇが形成されている。
【００６２】
すなわち、メモリカードにおける面上接続端子の配列面が下面となるように当該メモリカ
ードは前面開放凹部１１に挿入されるのが正規であるが、メモリカードを裏返して前面開
放凹部１１に挿入しようとしても、突起１１Ｇに阻止されて、メモリカードは前面開放凹
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部１１に完全に挿入することができない。
【００６３】
一方、図４に最もよく示されているように、第１カンチレバーコンタクト３の端部は、カ
ード保持部１３の後方に延出してはんだ接合される第１タブ３Ｃを形成している。第２カ
ンチレバーコンタクト４の端部は、カード保持部１３の前方に延出してはんだ接合される
第２タブ４Ｃを形成している。
【００６４】
本発明によるコネクタ１０は、前述の第１タブ３Ｃと第２タブ４Ｃによって、機器に備わ
るプリント基板にはんだ接合されてよい。
【００６５】
次に、図５から図７の状態変化図により第２カンチレバーコンタクト４の作用を説明する
。図５から図７は、図４（ｄ）を反対側から観た部分断面図である。
【００６６】
図５は、前面開放凹部１１にメモリカードが挿入されていない状態図である。図５におい
て、第２カンチレバーコンタクト４は、前面開放凹部１１の底部１１Ｄ内に固着されてい
る固定部４２と、先端部に接点４Ａを備えている弾性部４１とで構成されている。
【００６７】
図５において、弾性部４１は、カード保持部１３におけるカード差込口１２から停止壁１
１Ｃ（図３参照）に向って当該先端部が立ち上がるように傾斜配置されている。そして、
第２カンチレバーコンタクト４は、固定部４２から接点４Ａに至る途中に円弧突起４Ｂを
更に備えている。
【００６８】
図６は、図５に示されたカード保持部１３にＳＤカード５が挿入された状態図である。図
５に示されたカード保持部１３に厚型のＳＤカード５を挿入すると、ＳＤカード５の前縁
下隅部が第２カンチレバーコンタクト４の円弧突起４Ｂに当接する。
【００６９】
更に、ＳＤカード５を挿入すると、図６の状態になる。図６においては、円弧突起４Ｂは
ＳＤカード５における面上接続端子形成面に当接するが、第２カンチレバーコンタクト４
における先端部の接点４Ａは、円弧突起４Ｂより低い位置に変位しているので、当該接点
４ＡがＳＤカード５に接触することはない。すなわち、接点４ＡはＳＤカード５と擦れ合
うことはない。
【００７０】
一方、図７は、図５に示されたカード保持部１３にＭＭＣ６が挿入された状態図である。
図５に示されたカード保持部１３に薄型のＭＭＣ６を挿入すると、ＭＭＣ６の前縁下隅部
が第２カンチレバーコンタクト４における先端部の接点４Ａに当接する。
【００７１】
更に、ＭＭＣ６を挿入すると、先端部の接点４ＡはＭＭＣ６における面上接続端子形成面
に当接するが、ＭＭＣ６によって撓んだ状態において第２カンチレバーコンタクト４にお
ける円弧突起４Ｂは、ＭＭＣ６に当接しないように変位するので、当該円弧突起４ＢがＭ
ＭＣ６に接触することはない。
【００７２】
このような好適なメモリカード用コネクタにあっては、第２カンチレバーコンタクトの接
点は、必要以上にメモリカードと擦れ合うことがなくなり、第２カンチレバーコンタクト
の接点寿命を延ばすことができる。なお、第２カンチレバーコンタクトにおける円弧突起
は球面突起に換えてもよい。
【００７３】
【発明の効果】
本発明のメモリカード用コネクタは、厚さの異なるＳＤカードとＭＭＣのいずれかが挿入
されるカード差込部を有するカード保持部と、カード保持部に配置されており、厚型のＳ
Ｄカードにおける面上接続端子と接触、又は薄型のＭＭＣにおける前列側の面上接続端子
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のＭＭＣにおける後列側の面上接続端子と接触する複数の第２カンチレバーコンタクトと
、を備えている。
【００７４】
更に、第２カンチレバーコンタクトは、カード差込口から挿入された当該メモリカードに
よって撓むように傾斜配置されており、頂点に接点を有して当該接点に至る傾斜面に円弧
突起を備えている。
【００７５】
このようなメモリカード用コネクタにあっては、ＳＤカードがカード保持部に挿入された
ときは、円弧突起がＳＤカードに当接され、ＭＭＣがカード保持部に挿入されたときは、
接点がＭＭＣに当接されるので、ＳＤカードが接点に擦れ合うことがなくなり、接点の耐
久性を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明におけるメモリカード用コネクタに使用されるＳＤカードの外観図であ
る。
【図２】　本発明におけるメモリカード用コネクタに使用されるＭＭＣの外観図である。
【図３】　本発明における実施形態によるメモリカード用コネクタの構成を示す斜視分解
組立図である。
【図４】　本発明におけるハウジングとカバーが組み合わされたメモリカード用コネクタ
の構成図である。
【図５】　本発明におけるメモリカード用コネクタにメモリカードが挿入されていない状
態図であり、図４の部分断面図である。
【図６】　本発明におけるメモリカード用コネクタにＳＤカードが挿入された状態図であ
り、図４の部分断面図である。
【図７】　本発明におけるメモリカード用コネクタにＭＭＣが挿入された状態図であり、
図４の部分断面図である。
【符号の説明】
１　ハウジング
２　カバー
３　第１カンチレバーコンタクト
４　第２カンチレバーコンタクト
４Ａ　接点
４Ｂ　円弧突起
５　ＳＤカード
６　マルチメディアカード（ＭＭＣ）
１０　メモリカード用コネクタ（コネクタ）
１１　前面開放凹部
１１Ａ・１１Ｂ　案内壁
１１Ｃ　停止壁
１１Ｄ　底部
１２　カード差込口
１３　カード保持部
３１・４１　弾性部
３２・４２　固定部
５１・６１・６２　面上接続端子
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